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お 

知 

ら 

せ

町
よ
り

　

行
政
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
の
ご
相
談
、

お
悩
み
、お
困
り
の
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん

か
。相
談
は
無
料
で
す
。秘
密
は
厳
守
し

ま
す
の
で
、お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、10
月
19
日
か
ら
26
日
ま
で
の

「
行
政
相
談
週
間
」に
併
せ
て
一
日
合
同

行
政
相
談
所
を
開
設
し
ま
す
の
で
、ご

利
用
く
だ
さ
い
。

◆
日　

時　

10
月
16
日
㈮ 
10
時
～
15
時

◆
場　

所　

健
康
セ
ン
タ
ー
健
康
相
談
室

◆
担
当
者　

行
政
相
談
委
員

　

松
田
幹
男　

☎
62
・
３
０
２
４

　

田
口
英
輔　

☎
62
・
３
２
６
３

【
一
日
合
同
行
政
相
談
所
】

◆
日　

時　

10
月
16
日
㈮ 

10
時
～
15
時

◆
場　

所　

　

や
つ
し
ろ
ハ
ー
モ
ニ
ー
ホ
ー
ル 

１
階

多
目
的
ホ
ー
ル（
八
代
市
新
町
５

｜

20
）

問 

総
務
課　

行
政
係

　

 

☎
52
・
７
１
１
１

　

現
在
、パ
ス
ポ
ー
ト
の
申
請
か
ら
交
付

ま
で
に
次
の
日
数
が
か
か
り
ま
す
。

行
　
政

行
政
相
談

パ
ス
ポ
ー
ト
の
申
請
は
お
早
目
に

国
民
健
康
保
険

ま
ち
づ
く
り

　

国
民
健
康
保
険
は
、皆
さ
ま
の
保
険

税
納
付
に
よ
る
支
え
合
い
で
運
営
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、台
風
な
ど
の
自
然
災
害
に
よ

り
収
入
が
著
し
く
減
少
す
る
な
ど
、保

険
税
の
納
付
が
困
難
な
場
合
は
、納
税

相
談
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、徴
収
の
猶
予

ま
た
は
保
険
税
の
減
免
が
受
け
ら
れ
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
窓
口
に
て
お
尋
ね
い
た
だ

き
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

問 

健
康
福
祉
課 

国
民
健
康
保
険
係

　

 

☎
52
・
５
８
５
２（
直
通
）

　

毎
年
ご
好
評
を
い
た
だ
い
て
い
る
県

民
手
帳
が
今
年
も
販
売
さ
れ
ま
す
。購

入
を
希
望
さ
れ
る
人
は
、宮
原
振
興
局

総
務
振
興
課
へ
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い

（
電
話
受
付
可
）。

◆
価　

格　

４
５
０
円

◆
サ
イ
ズ　

９
・
４
㌢
×
15
㌢

◆
特　

長　

　

レ
ザ
ー
ソ
フ
ト
の
表
紙
、文
字
は
見
や

す
い
丸
ゴ
シ
ッ
ク
、市
町
村
便
覧
な
ど
の
統

計
情
報
掲
載
、パ
ラ
パ
ラ
く
ま
モ
ン
登
場
、

関
係
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
掲
載

◆
申
込
期
限　

10
月
16
日
㈮

問 

総
務
振
興
課 

ま
ち
づ
く
り
推
進
係

　

 

☎
62
・
２
３
１
７（
直
通
）

国
民
健
康
保
険
税
の
納
税
相
談

２
０
１
６
年
版
県
民
手
帳
の
販
売

県
よ
り

【お問い合わせ先】 公益社団法人熊本県浄化槽協会  ☎096・284・3355

10月1日は「浄化槽の日」です

浄化槽を正しく使いましょう！

浄化槽を正しく維持管理しましょう！

　「浄化槽の日」は、浄化槽法が昭和60年10月1日に全面施行されたことを記念して、浄化槽の普及
促進および浄化槽法の周知徹底を通じて、生活環境の保全および公衆衛生の向上を図るとともに、公共
用水域などの水質保全に資することを目的として、制定されました。
 　浄化槽を末永く使用するためには、皆さまの適正な使用と日常の維持管理が必要です。次の点に努め
ていただきますようお願いします。

　浄化槽が正しく機能するためには、適正な浄化槽の維持管理が必要です。浄化槽の維持管理
は、保守点検、清掃、法定検査の3つに分かれており、浄化槽法の定めにより、それぞれ定期的
に実施することが義務づけられています。
　法定検査は浄化槽法の定めにより、県知事の指定を受けた下記指定検査機関が実施します。

● 台所からゴミや薬品類、油をそのまま流さないようにしましょう。
　（油は廃油回収に出しましょう。）
● トイレにトイレットペーパー以外のものを流さないようにしましょう。

　

熊
本
県
労
働
委
員
会
で
は
、賃
金
カ
ッ

ト
や
解
雇
な
ど
労
働
者
と
事
業
主
と
の

間
に
起
き
た
ト
ラ
ブ
ル
の
自
己
解
決
が

困
難
な
場
合
に「
あ
っ
せ
ん
」に
よ
る
話

し
合
い
で
の
解
決
を
お
手
伝
い
し
ま
す
。

　

費
用
は
無
料
で
秘
密
は
厳
守
さ
れ
、正

規
社
員
に
限
ら
ず
、パ
ー
ト
従
業
員
や

派
遣
社
員
の
人
な
ど
も
利
用
で
き
ま
す

の
で
、お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。ま

た
、紛
争
解
決
制
度
な
ど
を
ご
紹
介
す
る

「
労
使
関
係
セ
ミ
ナ
ー
」も
開
催
し
ま
す
。

労
働
の
ト
ラ
ブ
ル
解
決
を

お
手
伝
い
し
ま
す

戸
籍
住
民

　

申
請
は
余
裕
を
も
っ
て
早
め
に
窓
口

に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

【
申
請
か
ら
交
付
ま
で
の
日
数
】

・
町
民
環
境
課　

　

９
日（
土
日
・
祝
日
除
く
）

・
総
務
振
興
課　

　

11
日（
土
日
・
祝
日
除
く
）

※
総
務
振
興
課
は
申
請
の
み

※
熊
本
県
庁
で
の
申
請
・
交
付
は
、特
別

な
理
由
が
な
い
限
り
で
き
ま
せ
ん
の

で
、ご
注
意
く
だ
さ
い
。

問 

町
民
環
境
課 

戸
籍
住
民
係

　

 

☎
52
・
５
８
５
１（
直
通
）

　

 

総
務
振
興
課 

総
合
窓
口
係

　

 

☎
62
・
２
３
１
１

熊
本
シ
ェ
イ
ク
ア
ウ
ト
訓
練

　

熊
本
県
で
は
、誰
も
が
そ
の
時
に
い

る
場
所
で
参
加
で
き
る
地
震
対
応
訓
練

「
熊
本
シ
ェ
イ
ク
ア
ウ
ト
訓
練
」を
実
施

し
ま
す
。地
震
か
ら
身
を
守
る
た
め
に
は
、

日
ご
ろ
か
ら
の
備
え
と
、発
生
直
後
の

と
っ
さ
の
行
動
が
不
可
欠
で
す
。皆
さ
ん

ぜ
ひ
参
加
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
実
施
日
時　

11
月
５
日
㈭

　
　
　
　
　
　

10
時
～
10
時
30
分
ご
ろ

◆
訓
練
内
容　

　

Ｒ
Ｋ
Ｋ
ラ
ジ
オ
・
熊
本
県
防
災
情
報

メ
ー
ル
サ
ー
ビ
ス
を
使
っ
て
、訓
練
の
開

始
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
の
で
、次
の
地
震

発
生
時
の
安
全
行
動
を
取
っ
て
く
だ
さ
い
。

①
姿
勢
を
低
く
す
る

②
頭
や
体
を
守
る

③
揺
れ
が
収
ま
る
ま
で
待
つ

◆
参
加
申
込
方
法

　

役
場
総
務
課
に
備
え
付
け
の
申
込
用

紙
ま
た
は
、専
用
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

問 

熊
本
県
危
機
管
理
防
災
課

　

 

☎
０
９
６
・
３
３
３
・
２
８
１
１

　
 http://sonobakunren.com

/
高
齢
者
無
料
職
業
紹
介
所

　

高
齢
者
無
料
職
業
紹
介
所
で
は
、高

年
齢
者（
お
お
む
ね
55
歳
以
上
）の
た
め

の
職
業
相
談
・
紹
介
を
行
い
ま
す
。

　

専
門
の
相
談
員
が
応
対
し
、本
人
の

希
望
と
能
力
に
応
じ
た
仕
事
を
紹
介
し

ま
す
の
で
、ご
利
用
く
だ
さ
い
。

【
相
談
日
】

　

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日　

10
時
～
16
時

問 

熊
本
県
高
齢
者
無
料
職
業
紹
介
所
八
代

　

 

相
談
所（
県
南
広
域
本
部
福
祉
課
内
）

　

 

☎
32
・
４
１
４
４

　

鳥
獣（
イ
ノ
シ
シ
、シ
カ
、カ
ラ
ス
な

ど
）に
よ
る
農
作
物
へ
の
深
刻
な
被
害
問

題
に
対
し
、町
で
は
次
の
よ
う
な
鳥
獣
被

害
対
策
に
対
す
る
補
助
を
行
い
ま
す
。

　

詳
し
く
は
事
前
に
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

【
放
任
果
樹
】

　

耕
作
者
が
い
な
い
な
ど
の
理
由
に
よ

り
、管
理
せ
ず
に
い
る
果
樹
園
を
除
去
し

た
い
人

◆
補
助
対
象　

農
　
政

鳥
獣
被
害
対
策
を
支
援

　

果
樹
園
の
伐
採
・
片
付
け
な
ど
に
掛

か
る
経
費

◆
補
助
率　

　

経
費
の
75
％（
た
だ
し
経
費
は
10
㌃

当
た
り
15
万
円
を
上
限
と
す
る
）

【
狩
猟
免
許（
銃
・
わ
な
）の
取
得
に
対
す

る
支
援
】

　

狩
猟
免
許
を
新
た
に
取
得
し
、農
作

物
へ
の
被
害
を
防
ぎ
た
い
人

◆
補
助
対
象　

　

一
般
社
団
法
人
熊
本
県
猟
友
会
が
実

施
す
る
狩
猟
免
許
試
験
初
心
者
講
習
会

の
受
講
料

◆
補
助
率　

受
講
料
全
額（
１
万
円
程
度
）

問 

氷
川
町
鳥
獣
被
害
対
策
協
議
会

　

 （
農
業
振
興
課
内
）

　

 

☎
52
・
５
８
５
４（
直
通
）

お
金
の
悩
み
無
料
相
談
会

　

借
金
問
題
の
無
料
相
談
会
を
開
催
し

ま
す
。当
日
は
事
業
者
向
け
の
相
談
や
臨

床
心
理
士
に
よ
る
、心
の
健
康
相
談
も
お

受
け
し
ま
す
。専
門
家
に
相
談
す
る
こ
と

が
解
決
へ
の
早
道
で
す
。秘
密
は
厳
守
し

ま
す
の
で
、安
心
し
て
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

◆
日
時
・
場
所

①
10
月
18
日
㈰
12
時
30
分
～
15
時
30
分

　

八
代
市
大
田
郷
公
民
館（
八
代
市
井

上
町
６
０
１

｜

１
）

②
11
月
８
日
㈰
12
時
30
分
～
15
時
30
分

　

天
草
宝
島
国
際
交
流
会
館
ポ
ル
ト

（
天
草
市
中
央
新
町
15

｜

７
）

※
で
き
る
だ
け
、ご
予
約
を
お
願
い
し
ま
す
。

問 

熊
本
県
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

　

 

☎
０
９
６
・
３
８
３
・
０
９
９
９

【
労
使
関
係
セ
ミ
ナ
ー
】

◆
日　

時　

10
月
６
日
㈫　

13
時
30
分

◆
場　

所　

県
庁
地
下
大
会
議
室

問 

熊
本
県
労
働
委
員
会
事
務
局

　

 

☎
０
９
６
・
３
３
３
・
２
７
５
３


